
主 な 記 事

不動産小口化商品スキームの実例示す ２面

自民税調が議論スタート ２面

雑損控除順の入替えを議論 ３面

中小企業経営強化税制Ｑ＆Ａを更新 ４面

　令和８年度税制改正大綱について、自民

党税制調査会や各部会での議論などを基

に、最新情報を提供し、改正項目の詳細に

ついて解説いたします。本セミナーは、東

京で開催する会場型とオンライン型のどち

らかを選択することができます。なお、オ

ンライン型はアーカイブ配信を視聴するこ

とができますが、会場型はアーカイブ配信

を視聴することができません。

日　時　��年�月�日（月）�：�～�：�

受講方法　【会場型】

アルカディア市ヶ谷

住所：東京都千代田区九段北４―

２―�

交通：ＪＲ中央線（各駅停車）市

ヶ谷駅から徒歩２分

東京メトロ有楽町線・南北

線・都営新宿線市ヶ谷駅

（Ａ１－１）出口から徒歩

２分

【オンライン型】

ライブ配信と後日提供するアーカ

イブ配信の両方を視聴できます。

（アーカイブ配信期間）

��年�月�日～��年１月�日

講　師　税理士・中村 慈美 氏

（なかむら・よしみ）

税理士・松岡 章夫 氏

（まつおか・あきお）

税理士・秋山 友宏 氏

（あきやま・ともひろ）

税理士・渡邉 正則 氏

（わたなべ・まさのり）

受講料　１名につき１５，０００円

（税込・テキスト代を含む）

※「税のしるべ」購読者の方は、

割引価格１２，０００円（税込）とな

ります。

テキスト　レジュメ

申込方法　大蔵財務協会ウェブサ

イトの申込フォームよ

りお申込みください。

〒１３０－８５８５東京都墨田区東駒形１丁目�番１号

一般財団法人 大蔵財務協会

編集部 �０３（３８２９）４１４４

販売部 　０３（３８２９）４１４３

☆５４１１４３１

　

�

月

１

日

号

で

は

、

令

和

７

年

度

第

�

回

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

入

選

作

を

掲

載

す

る

予

定

で

す

。

自動車等で通勤している人の通勤手当の

１か月当たりの非課税限度額　　　　　

通勤距離（片道） 改正前 改正後

２㌔未満 全額課税 変更なし

２㌔以上�㌔未満 ４２００円 変更なし

�㌔以上�㌔未満 ７１００円 ７３００円

�㌔以上�㌔未満 １万２９００円 １万３５００円

�㌔以上�㌔未満 １万８７００円 １万９７００円

�㌔以上�㌔未満 ２万４４００円 ２万５９００円

�㌔以上�㌔未満 ２万８０００円 ３万２３００円

�㌔以上 ３万１６００円 ３万８７００円

　

自

動

車

等

で

通

勤

し

て

い

る

人

に

係

る

通

勤

手

当

の

所

得

税

の

非

課

税

限

度

額

引

上

げ

を

盛

り

込

ん

だ

所

得

税

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

が

�

日

に

閣

議

決

定

さ

れ

、

�

日

に

公

布

、

�

日

に

施

行

さ

れ

た

。

令

和

７

年

人

事

院

勧

告

を

受

け

た

も

の

で

、

今

年

４

月

１

日

以

後

に

支

払

わ

れ

る

べ

き

通

勤

手

当

に

つ

い

て

遡

っ

て

適

用

さ

れ

る

。

改

正

前

の

非

課

税

規

定

を

適

用

し

て

所

得

税

等

の

源

泉

徴

収

が

行

わ

れ

、

改

正

後

の

非

課

税

規

定

を

適

用

し

た

場

合

に

納

め

す

ぎ

に

な

る

税

額

が

あ

る

場

合

、

７

年

分

の

年

末

調

整

の

際

に

精

算

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

に

伴

い

、

国

税

庁

は

�

日

、

改

正

後

の

非

課

税

規

定

の

適

用

関

係

や

課

税

済

み

の

通

勤

手

当

の

精

算

手

続

に

関

す

る

情

報

の

ほ

か

、

非

課

税

限

度

額

引

上

げ

の

Ｑ

＆

Ａ

（

�

問

）

や

説

明

動

画

を

公

開

し

た

。

　

今

回

の

改

正

前

後

の

非

課

税

限

度

額

は

表

の

と

お

り

。

前

回

、

自

動

車

等

で

通

勤

し

て

い

る

人

の

通

勤

手

当

の

非

課

税

限

度

額

引

上

げ

が

行

わ

れ

た

の

は

平

成

�

年

だ

っ

た

の

で

、

�

年

ぶ

り

の

引

上

げ

と

な

る

。

　

遡

及

適

用

に

よ

り

、

改

正

後

の

非

課

税

限

度

額

を

適

用

し

た

場

合

に

過

納

と

な

る

税

額

が

あ

る

場

合

は

７

年

分

の

年

末

調

整

の

際

に

精

算

す

る

。

年

の

中

途

に

退

職

し

た

人

な

ど

年

末

調

整

で

精

算

す

る

機

会

が

な

い

人

は

確

定

申

告

で

精

算

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

年

末

調

整

で

の

精

算

の

具

体

的

な

手

続

は

、

（

ア

）

す

で

に

改

正

前

の

非

課

税

限

度

額

を

適

用

し

て

所

得

税

等

の

源

泉

徴

収

を

し

た

（

課

税

さ

れ

た

）

通

勤

手

当

の

う

ち

、

改

正

後

の

非

課

税

限

度

額

に

よ

っ

て

新

た

に

非

課

税

と

な

っ

た

部

分

の

金

額

を

計

算

、

（

イ

）

７

年

分

給

与

所

得

に

対

す

る

源

泉

徴

収

簿

の

余

白

に

「

非

課

税

と

な

る

通

勤

手

当

」

と

表

示

し

、

（

ア

）

の

計

算

根

拠

お

よ

び

今

回

の

改

正

で

新

た

に

非

課

税

と

な

っ

た

部

分

の

金

額

を

記

入

、

（

ウ

）

源

泉

徴

収

簿

の

「

年

末

調

整

」

欄

の

「

給

料

・

手

当

等

①

」

欄

に

は

「

給

料

・

手

当

等

」

欄

の

「

総

支

給

金

額

」

の

「

計

①

」

欄

の

金

額

か

ら

（

イ

）

の

新

た

に

非

課

税

と

な

っ

た

部

分

の

金

額

を

差

し

引

い

た

後

の

金

額

を

記

入

、

（

エ

）

以

上

に

よ

り

、

改

正

後

の

非

課

税

限

度

額

に

よ

っ

て

新

た

に

非

課

税

と

な

っ

た

部

分

の

金

額

が

７

年

分

の

給

与

総

額

か

ら

一

括

し

て

差

し

引

か

れ

、

そ

の

差

引

後

の

給

与

の

総

額

を

も

と

に

年

末

調

整

を

行

う

―

―

と

い

っ

た

流

れ

と

な

る

。

同

庁

は

源

泉

徴

収

簿

の

記

載

例

も

公

表

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

の

「

支

払

金

額

」

欄

に

は

、

非

課

税

と

さ

れ

る

部

分

の

通

勤

手

当

の

金

額

を

除

い

た

金

額

を

記

入

す

る

。

退

職

者

な

ど

に

す

で

に

源

泉

徴

収

票

を

交

付

し

て

い

る

場

合

は

、

「

支

払

金

額

」

欄

を

訂

正

す

る

と

と

も

に

、

「

摘

要

」

欄

に

「

再

交

付

」

と

表

示

し

た

源

泉

徴

収

票

を

作

成

し

、

再

度

交

付

す

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

非

課

税

限

度

額

引

上

げ

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

で

は

、

改

正

前

の

非

課

税

限

度

額

の

範

囲

内

で

通

勤

手

当

を

支

給

し

て

い

た

が

、

改

正

を

踏

ま

え

、

今

年

４

月

１

日

に

遡

り

改

正

後

の

非

課

税

限

度

額

と

の

差

額

を

通

勤

手

当

の

追

加

支

給

と

し

て

支

払

う

場

合

、

年

末

調

整

で

精

算

が

必

要

か

と

の

問

い

に

、

支

給

済

み

の

通

勤

手

当

と

追

加

支

給

さ

れ

る

通

勤

手

当

と

の

合

計

額

が

改

正

後

の

非

課

税

限

度

額

内

で

あ

れ

ば

、

全

額

が

非

課

税

と

な

る

の

で

特

段

の

手

続

は

不

要

と

の

回

答

が

示

さ

れ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ � �

第３６７６号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



不動産小口化商品の贈与事例

贈与者（注１）受贈者（注１）

物件

所在地

年分

財産の価額等 贈与税額等

住所 年齢 続柄 年齢

①取得価額

②通達評価

額

③現金で贈

与をした場

合の税額

④贈与税額

（各年分の

合計）

評価額の減少割合 税負担の軽減割合

愛知県 �歳

孫 �歳

東京都

大阪府

Ｒ１

～

Ｒ６

３７，５００万円 ６，４６５万円 １２，１９４万円 ５２４万円

子

（外１名）

�歳

▲８２．８％

（①／② ５．８０倍）

▲９５．７％

（④／③ ４．３％）

高知県 �歳

子

（外２名）

�歳 東京都

Ｒ４

～

Ｒ５

３，０００万円 ４８４万円 ４４３万円 ５万円

▲８３．８％

（①／② ６．１９倍）

▲９８．７％

（④／③ １．３％）

兵庫県 �歳

子

（外２名）

�歳 東京都 Ｒ４

１５，０００万円 ３，２７２万円

３，０００万円

（注２）

６５４万円

（注２）

▲７８．２％

（①／② ４．５８倍）

▲７８．２％

（④／③ ２１．８％）

（注１）贈与者及び受贈者の年齢は、最初の年分の贈与時におけるもの

（注２）受贈者は、相続時精算課税適用制度の適用者であり、①または②の各価額に対して�％の

税率を乗じて計算

　

国

土

交

通

省

は

外

国

人

に

よ

る

大

規

模

な

土

地

購

入

の

実

態

を

把

握

し

よ

う

と

、

国

土

利

用

計

画

法

の

施

行

規

則

を

改

正

し

、

取

得

者

の

国

籍

を

自

治

体

に

届

け

出

る

よ

う

義

務

づ

け

た

。

安

全

保

障

や

資

源

保

全

の

観

点

か

ら

当

然

の

動

き

と

い

え

る

。

土

地

取

得

者

の

背

後

が

不

明

な

ま

ま

で

は

政

策

判

断

も

遅

れ

る

★

一

方

で

、

外

国

資

本

は

観

光

や

経

済

振

興

の

重

要

な

担

い

手

で

も

あ

る

。

国

籍

を

届

け

出

る

仕

組

み

は

、

不

透

明

な

資

金

流

入

を

防

ぎ

、

土

地

取

引

の

健

全

化

に

つ

な

が

る

だ

ろ

う

★

土

地

は

国

家

の

基

盤

で

あ

る

。

今

後

は

市

場

原

理

に

委

ね

る

だ

け

で

な

く

、

土

地

取

引

の

自

由

と

公

共

性

を

い

か

に

調

和

さ

せ

る

か

が

問

わ

れ

る

。

外

国

人

に

よ

る

不

動

産

取

引

や

そ

れ

に

係

る

課

税

の

あ

り

方

も

含

め

、

適

正

な

管

理

の

仕

組

み

を

探

る

必

要

が

あ

る

。

国

土

を

守

り

つ

つ

、

開

か

れ

た

共

生

社

会

の

構

築

に

向

け

て

、

さ

ら

な

る

議

論

が

待

た

れ

る

。

（

Ｏ

）

　

国

税

庁

が

�

日

に

開

催

さ

れ

た

政

府

税

制

調

査

会

の

専

門

家

会

合

に

「

財

産

評

価

を

巡

る

諸

問

題

」

と

題

す

る

説

明

資

料

を

提

示

し

た

（

�

月

�

日

号

１

面

参

照

）

。

こ

の

中

で

は

、

財

産

評

価

基

本

通

達

６

項

に

よ

る

評

価

に

つ

い

て

、

評

価

方

法

の

明

確

化

等

が

要

請

さ

れ

て

い

る

と

す

る

一

方

、

不

動

産

や

株

式

な

ど

の

評

価

額

を

圧

縮

す

る

租

税

回

避

等

（

ス

キ

ー

ム

）

が

広

く

利

用

さ

れ

て

お

り

、

ス

キ

ー

ム

に

対

し

て

は

６

項

な

ど

に

よ

り

個

別

に

対

応

せ

ざ

る

を

得

な

い

状

況

に

あ

る

と

説

明

。

そ

の

上

で

、

ス

キ

ー

ム

の

具

体

的

な

事

例

と

し

て

、

不

動

産

小

口

化

商

品

の

贈

与

に

よ

り

相

続

税

対

策

を

行

っ

た

ケ

ー

ス

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

た

。

同

庁

の

問

題

意

識

が

公

に

さ

れ

た

こ

と

で

、

事

例

で

示

さ

れ

た

も

の

は

今

後

、

何

ら

か

の

対

策

が

講

じ

ら

れ

る

可

能

性

が

あ

る

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

向

け

て

、

自

民

党

税

制

調

査

会

（

小

野

寺

五

典

会

長

）

が

議

論

を

ス

タ

ー

ト

さ

せ

た

。

�

日

の

総

会

で

は

、

国

と

地

方

の

財

政

状

況

、

税

収

動

向

な

ど

が

報

告

さ

れ

た

。

そ

れ

に

先

立

つ

�

日

の

勉

強

会

で

は

所

得

税

、

法

人

課

税

に

つ

い

て

質

疑

応

答

や

意

見

交

換

を

実

施

し

た

。

　

所

得

税

に

つ

い

て

は

、

基

礎

控

除

等

の

控

除

額

が

定

額

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

物

価

上

昇

局

面

に

お

い

て

控

除

額

の

実

質

価

値

が

減

少

す

る

、

そ

の

た

め

、

控

除

額

の

物

価

に

連

動

し

た

調

整

が

必

要

で

あ

る

と

し

て

、

そ

の

趣

旨

を

盛

り

込

ん

だ

７

年

度

税

制

改

正

法

の

附

則

を

確

認

し

た

。

ま

た

、

低

所

得

者

層

の

税

負

担

の

配

慮

と

し

て

、

�

万

円

の

上

乗

せ

特

例

が

あ

る

こ

と

な

ど

も

説

明

。

　

法

人

税

関

係

で

は

、

特

に

研

究

開

発

税

制

が

議

論

さ

れ

、

政

府

税

制

調

査

会

に

お

い

て

、

現

行

制

度

は

試

験

研

究

を

実

質

的

に

増

加

さ

せ

る

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

と

し

て

機

能

し

て

い

な

い

の

で

は

な

い

か

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

な

ど

が

紹

介

さ

れ

た

。

さ

ら

に

、

賃

上

げ

促

進

税

制

に

お

い

て

は

、

教

育

訓

練

費

が

一

定

割

合

以

上

増

加

し

て

い

る

場

合

に

は

、

一

定

の

税

額

控

除

率

の

上

乗

せ

を

認

め

て

い

る

が

、

会

計

検

査

院

か

ら

、

当

該

上

乗

せ

措

置

に

つ

い

て

、

教

育

訓

練

費

の

増

加

額

を

上

回

る

税

負

担

の

軽

減

が

行

わ

れ

て

お

り

、

適

切

で

は

な

い

可

能

性

が

あ

り

、

そ

の

効

果

お

よ

び

妥

当

性

を

検

証

し

、

見

直

し

を

検

討

す

る

こ

と

が

重

要

と

指

摘

さ

れ

て

い

る

こ

と

も

報

告

さ

れ

た

。

　

�

日

に

は

小

委

員

会

に

お

い

て

、

同

党

各

部

会

な

ど

か

ら

の

重

点

要

望

の

ヒ

ア

リ

ン

グ

を

実

施

し

て

い

る

。

　

自

民

税

調

は

今

後

、

複

数

回

の

会

合

を

開

き

、

来

月

中

の

税

制

改

正

大

綱

決

定

を

目

指

す

。

　

不

動

産

小

口

化

商

品

と

は

、

特

定

の

高

額

な

不

動

産

を

小

口

化

し

、

商

品

と

し

て

投

資

家

に

販

売

し

て

い

る

も

の

。

賃

料

等

の

利

益

は

投

資

家

に

持

分

に

応

じ

て

分

配

さ

れ

る

。

　

同

庁

が

示

し

た

不

動

産

小

口

化

商

品

の

贈

与

に

よ

り

相

続

税

対

策

を

行

っ

た

事

例

は

、

�

歳

の

贈

与

者

Ａ

が

令

和

４

年

３

月

に

販

売

会

社

か

ら

不

動

産

小

口

化

商

品

（

信

託

受

益

権

）

を

３

０

０

０

万

円

（

取

得

価

額

）

で

購

入

。

５

カ

月

後

の

４

年

８

月

に

９

歳

の

受

贈

者

Ｂ

に

通

達

評

価

額

（

信

託

受

益

権

を

路

線

価

等

で

評

価

）

の

４

８

０

万

円

で

贈

与

し

、

Ｂ

は

５

年

２

月

に

贈

与

を

受

け

た

不

動

産

小

口

化

商

品

を

市

場

価

格

で

売

却

（

こ

の

売

却

時

、

取

得

価

額

と

ほ

ぼ

同

額

で

現

金

化

）

し

た

と

い

う

も

の

。

　

取

得

価

額

と

通

達

評

価

額

の

か

い

離

は

２

５

２

０

万

円

で

、

仮

に

現

金

で

贈

与

を

し

て

い

た

場

合

（

贈

与

税

額

１

１

９

５

万

円

）

と

実

際

に

不

動

産

小

口

化

商

品

で

贈

与

を

受

け

た

際

（

贈

与

税

額

�

万

円

）

の

税

負

担

の

差

は

１

１

４

６

万

円

だ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

図

の

よ

う

な

三

つ

の

贈

与

事

例

も

紹

介

さ

れ

て

い

る

。

評

価

額

の

減

少

割

合

は

８

割

前

後

、

現

金

で

贈

与

を

し

た

場

合

と

比

べ

た

贈

与

税

の

軽

減

割

合

は

最

高

で

�

％

超

に

も

上

る

。

こ

う

し

た

驚

く

べ

き

数

値

が

政

府

税

調

の

場

で

複

数

の

実

例

で

示

さ

れ

た

以

上

、

本

件

が

こ

の

ま

ま

放

置

さ

れ

る

と

は

考

え

に

く

い

。

　

ま

た

、

同

資

料

で

は

、

評

価

通

達

６

項

を

巡

る

４

年

４

月

�

日

最

高

裁

判

決

を

受

け

て

区

分

所

有

不

動

産

の

評

価

の

適

正

化

を

目

的

に

制

定

さ

れ

、

６

年

１

月

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

、

い

わ

ゆ

る

マ

ン

シ

ョ

ン

通

達

が

適

用

さ

れ

な

い

一

棟

賃

貸

マ

ン

シ

ョ

ン

を

相

続

開

始

の

直

前

に

駆

け

込

み

取

得

し

た

事

例

も

示

さ

れ

て

い

る

（

な

お

、

本

事

例

は

マ

ン

シ

ョ

ン

通

達

の

制

定

前

に

相

続

が

開

始

し

た

も

の

）

。

　

区

分

所

有

さ

れ

て

い

な

い

一

棟

所

有

の

賃

貸

マ

ン

シ

ョ

ン

に

つ

い

て

は

、

マ

ン

シ

ョ

ン

通

達

が

定

め

ら

れ

る

前

の

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

の

段

階

で

、

一

棟

所

有

に

も

同

通

達

を

適

用

す

べ

き

で

は

な

い

か

と

の

意

見

が

あ

っ

た

。

そ

の

時

に

同

庁

は

引

き

続

き

評

価

通

達

６

項

に

よ

り

評

価

す

る

と

回

答

し

て

い

た

が

、

今

回

、

事

例

が

取

り

上

げ

ら

れ

た

こ

と

で

こ

ち

ら

も

今

後

の

動

向

に

注

意

が

必

要

と

な

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

同

資

料

で

は

貸

付

用

不

動

産

に

つ

い

て

、

一

般

的

に

貸

家

の

稼

働

状

況

等

が

良

好

で

賃

貸

割

合

が

高

く

な

る

と

市

場

価

格

が

高

く

な

る

一

方

、

借

家

人

が

い

て

賃

貸

割

合

が

高

く

な

る

と

通

達

評

価

額

が

低

く

な

る

仕

組

み

と

な

っ

て

お

り

、

賃

貸

割

合

が

大

き

く

な

る

に

つ

れ

て

市

場

価

格

と

通

達

評

価

額

に

か

い

離

が

生

じ

る

点

に

つ

い

て

も

説

明

が

行

わ

れ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

９

月

�

日

開

催

の

通

常

総

会

で

全

国

間

税

会

総

連

合

会

会

長

に

就

任

し

た

。

　

現

在

、

松

竹

㈱

代

表

取

締

役

会

長

と

し

て

活

躍

し

、

間

税

会

と

の

縁

は

、

松

竹

㈱

名

誉

会

長

の

大

谷

信

義

氏

が

長

年

、

全

間

連

の

会

長

、

名

誉

会

長

と

務

め

て

き

た

こ

と

に

あ

る

。

「

長

年

に

わ

た

り

当

連

合

会

を

牽

引

さ

れ

て

き

た

諸

先

輩

方

の

ご

尽

力

に

、

深

く

敬

意

を

表

す

る

と

と

も

に

、

こ

の

重

責

に

応

え

る

べ

く

全

力

を

尽

く

し

た

い

」

と

抱

負

を

語

る

。

「

消

費

税

は

、

我

が

国

の

税

体

系

の

中

で

最

も

大

き

な

税

収

を

も

た

ら

す

基

幹

税

。

私

ど

も

間

税

会

の

果

た

す

べ

き

役

割

も

ま

す

ま

す

高

ま

っ

て

き

て

い

る

も

の

と

考

え

て

お

り

、

間

税

会

の

仲

間

を

増

や

す

取

組

み

に

も

力

を

い

れ

て

い

き

た

い

」

と

今

後

の

ビ

ジ

ョ

ン

は

明

確

だ

。

　

弁

護

士

資

格

を

有

す

る

異

色

の

経

営

者

だ

。

慶

應

大

学

を

卒

業

後

、

松

竹

映

画

劇

場

㈱

に

入

社

す

る

が

、

司

法

試

験

を

目

指

し

退

社

。

弁

護

士

資

格

を

取

得

後

、

平

成

�

年

に

同

社

の

再

建

の

た

め

に

呼

び

戻

さ

れ

、

顧

問

に

就

任

。

そ

の

後

、

�

年

に

代

表

取

締

役

社

長

、

令

和

５

年

に

代

表

取

締

役

会

長

に

就

任

し

た

。

　

バ

ー

チ

ャ

ル

・

シ

ン

ガ

ー

の

初

音

ミ

ク

と

歌

舞

伎

俳

優

が

共

演

す

る

「

超

歌

舞

伎

」

を

展

開

す

る

な

ど

古

典

歌

舞

伎

を

大

切

に

し

な

が

ら

、

若

年

層

や

海

外

に

歌

舞

伎

の

魅

力

を

伝

え

る

革

新

的

な

取

組

み

も

勇

猛

果

敢

に

挑

み

、

歌

舞

伎

界

を

牽

引

し

続

け

て

い

る

。

　

昭

和

�

年

生

ま

れ

、

東

京

都

出

身

。

�

歳

。

（

沢

）

　

�

日

に

開

催

さ

れ

た

政

府

税

制

調

査

会

の

活

力

あ

る

長

寿

社

会

に

向

け

た

ラ

イ

フ

コ

ー

ス

に

中

立

な

税

制

に

関

す

る

専

門

家

会

合

で

は

、

基

礎

控

除

等

の

適

時

の

引

上

げ

に

関

す

る

議

論

（

�

月

�

日

号

１

面

参

照

）

の

ほ

か

、

雑

損

控

除

の

控

除

順

を

入

れ

替

え

た

場

合

の

イ

メ

ー

ジ

が

示

さ

れ

た

。

事

例

で

は

、

雑

損

控

除

等

の

適

用

を

人

的

控

除

等

の

後

と

し

た

場

合

、

現

行

制

度

の

控

除

順

の

場

合

よ

り

２

年

目

の

課

税

所

得

金

額

が

低

く

な

る

と

し

た

。

雑

損

控

除

の

控

除

順

に

つ

い

て

は

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

法

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

に

お

い

て

、

人

的

控

除

の

後

に

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

な

ど

の

検

討

を

行

い

、

そ

の

実

現

に

努

め

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

東

京

国

税

局

は

�

日

、

人

工

衛

星

打

上

げ

輸

送

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

消

費

税

の

取

扱

い

に

つ

い

て

文

書

回

答

を

公

表

し

た

。

　

照

会

事

項

は

、

人

工

衛

星

の

打

上

げ

に

必

要

な

ロ

ケ

ッ

ト

の

準

備

か

ら

顧

客

が

所

有

す

る

人

工

衛

星

を

国

内

の

射

場

（

人

工

衛

星

の

打

上

げ

用

ロ

ケ

ッ

ト

を

発

射

す

る

機

能

を

有

す

る

施

設

）

よ

り

宇

宙

空

間

に

お

け

る

所

定

の

軌

道

に

投

入

す

る

ま

で

の

各

工

程

を

パ

ッ

ケ

ー

ジ

し

た

サ

ー

ビ

ス

が

、

消

費

税

法

上

、

事

業

者

が

国

内

に

お

い

て

行

う

課

税

資

産

の

譲

渡

等

の

う

ち

、

国

内

及

び

国

内

以

外

の

地

域

に

わ

た

っ

て

行

わ

れ

る

貨

物

の

輸

送

に

該

当

す

る

と

と

も

に

、

輸

出

免

税

が

適

用

さ

れ

る

と

解

し

て

よ

い

か

と

い

う

も

の

。

　

東

京

局

は

、

本

件

サ

ー

ビ

ス

は

、

「

貨

物

の

輸

送

」

に

該

当

す

る

、

宇

宙

空

間

は

「

国

内

以

外

の

地

域

」

に

該

当

す

る

、

本

件

サ

ー

ビ

ス

は

「

国

内

に

お

い

て

行

う

課

税

資

産

の

譲

渡

等

」

に

該

当

す

る

と

し

て

、

輸

出

免

税

の

適

用

が

あ

る

と

回

答

し

た

。

　

東

京

国

税

局

は

�

日

、

事

前

照

会

の

あ

っ

た

技

術

研

究

組

合

が

株

式

会

社

に

組

織

変

更

を

す

る

場

合

の

税

務

上

の

取

扱

い

に

つ

い

て

文

書

回

答

を

公

表

し

た

。

　

照

会

事

項

は

、

技

術

研

究

組

合

が

株

式

会

社

に

組

織

変

更

を

す

る

場

合

の

税

務

上

の

取

扱

い

に

つ

い

て

、

①

本

件

組

織

変

更

前

の

事

業

年

度

で

青

色

申

告

書

を

提

出

す

る

事

業

年

度

に

お

い

て

生

じ

た

欠

損

金

額

は

、

株

式

会

社

で

あ

る

当

社

の

過

去

の

事

業

年

度

に

お

い

て

生

じ

た

欠

損

金

額

と

し

て

当

社

の

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

る

。

②

当

社

の

資

産

及

び

負

債

に

つ

き

、

本

件

組

織

変

更

に

係

る

組

織

変

更

計

画

備

置

開

始

日

の

資

産

及

び

負

債

の

価

額

に

よ

る

評

価

換

え

を

し

て

そ

の

資

産

の

帳

簿

価

額

を

増

額

し

た

部

分

の

金

額

は

、

組

織

変

更

計

画

備

置

開

始

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

益

金

の

額

に

算

入

さ

れ

な

い

。

③

技

術

研

究

組

合

法

第

�

条

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

い

て

、

上

記

②

の

評

価

換

え

後

の

資

産

の

価

額

か

ら

負

債

の

価

額

を

差

し

引

い

た

額

の

２

分

の

１

を

資

本

金

の

額

と

し

て

計

上

し

、

残

額

を

資

本

準

備

金

の

額

と

し

て

計

上

す

る

が

、

法

人

税

法

上

の

資

本

金

等

の

額

は

変

動

し

な

い

（

資

本

金

等

の

額

は

ゼ

ロ

と

な

る

）

で

差

し

支

え

な

い

か

と

い

う

も

の

。

　

東

京

局

は

、

例

え

ば

①

に

つ

い

て

、

登

記

簿

上

、

旧

会

社

の

解

散

及

び

新

会

社

の

設

立

の

各

登

記

を

経

る

こ

と

と

な

る

が

、

こ

れ

は

登

記

技

術

上

の

問

題

で

あ

り

、

会

社

は

そ

の

前

後

を

通

じ

て

同

一

人

格

を

保

有

す

る

も

の

と

解

さ

れ

て

い

る

な

ど

と

し

て

、

当

該

欠

損

金

額

は

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

る

と

回

答

。

三

つ

の

照

会

事

項

に

つ

い

て

、

照

会

者

の

見

解

の

と

お

り

で

差

し

支

え

な

い

と

し

た

。

　

所

得

税

の

計

算

に

お

い

て

は

、

納

税

者

の

担

税

力

の

基

礎

と

な

る

所

得

を

求

め

、

そ

こ

か

ら

さ

ら

に

、

世

帯

の

事

情

等

に

応

じ

て

担

税

力

を

調

整

す

る

た

め

の

人

的

控

除

等

が

適

用

さ

れ

る

。

そ

の

上

で

、

雑

損

控

除

は

、

災

害

を

含

め

、

住

宅

や

生

活

に

必

要

な

資

産

な

ど

の

生

活

の

基

盤

に

生

じ

た

損

失

と

い

う

、

直

接

的

な

担

税

力

の

減

殺

を

調

整

す

る

も

の

で

あ

り

、

所

得

税

計

算

上

、

ま

ず

先

に

控

除

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

７

年

度

税

制

改

正

法

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

に

は

、

「

災

害

に

よ

る

担

税

力

の

喪

失

を

勘

案

し

、

被

災

者

の

負

担

軽

減

及

び

実

額

控

除

の

機

会

を

拡

大

す

る

観

点

か

ら

、

個

人

の

有

す

る

住

宅

、

家

財

等

に

つ

き

災

害

に

よ

り

損

失

が

生

じ

た

場

合

に

お

け

る

控

除

の

在

り

方

に

つ

い

て

、

当

該

損

失

を

当

該

個

人

の

所

得

か

ら

人

的

控

除

の

後

に

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

、

独

立

し

た

所

得

控

除

の

制

度

の

創

設

等

の

対

応

を

含

め

必

要

な

検

討

を

行

い

、

そ

の

実

現

に

努

め

る

こ

と

」

と

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

専

門

家

会

合

で

財

務

省

が

示

し

た

資

料

で

は

、

雑

損

控

除

の

控

除

順

を

入

れ

替

え

る

と

、

図

の

よ

う

な

影

響

が

あ

る

と

し

た

。

　

な

お

、

雑

損

控

除

の

控

除

順

に

つ

い

て

は

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

も

以

前

か

ら

見

直

し

を

要

望

し

て

お

り

、

８

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

建

議

書

で

は

、

よ

り

手

厚

い

控

除

可

能

性

を

残

す

べ

き

で

あ

る

と

し

て

、

雑

損

控

除

の

適

用

に

つ

き

「

特

定

非

常

災

害

に

よ

り

生

じ

た

損

失

」

に

つ

い

て

は

、

控

除

の

順

番

を

見

直

す

こ

と

な

ど

を

求

め

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　公益社団法人日本租税研究協会

（宮永俊一会長）は�日、「令和

８年度税制改正に関する租研意

見」を片山さつき財務相に提出し

た＝写真。

　「租研意見」は、経済活力の強

化、人口減少・少子化への対応、

格差への対応、財政の健全化とい

う観点から、あるべき税制につい

て提言している。企業の競争力強

化、生産性向上の視点から法人税

の改革、働き方に対する中立性の

確保、再分配機能の発揮の視点か

ら所得税の改革、少子高齢化に対

応した全世代型社会保障の財源と

して消費税率の引上げなどを求め

ている。

　そのほか、負担能力に応じた公

平な負担と給付を実現する観点か

ら、税と社会保障を一体化した給

付付き税額控除の導入、所得・資

産の正確な把握と情報連携基盤の

構築などの提言を盛り込んだ。

　

与

野

党

６

党

は

５

日

、

今

年

�

月

�

日

に

ガ

ソ

リ

ン

税

の

暫

定

税

率

を

、

来

年

４

月

１

日

に

軽

油

引

取

税

の

暫

定

税

率

を

そ

れ

ぞ

れ

廃

止

す

る

こ

と

で

合

意

し

た

。

各

暫

定

税

率

を

廃

止

す

る

と

、

年

間

で

約

１

兆

５

０

０

０

億

円

の

税

収

が

失

わ

れ

る

。

合

意

で

は

、

廃

止

の

た

め

の

安

定

財

源

の

一

部

に

充

て

る

た

め

、

法

人

税

関

係

租

税

特

別

措

置

の

見

直

し

、

極

め

て

高

い

所

得

の

負

担

の

見

直

し

等

の

税

制

措

置

を

検

討

し

、

今

年

末

ま

で

に

結

論

を

得

る

と

し

た

。

こ

れ

と

は

別

に

自

民

党

と

日

本

維

新

の

会

は

�

月

�

日

に

締

結

し

た

連

立

合

意

書

に

租

税

特

別

措

置

等

を

総

点

検

し

、

政

策

効

果

の

低

い

も

の

は

廃

止

す

る

こ

と

を

盛

り

込

ん

で

お

り

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

の

議

論

で

は

租

税

特

別

措

置

の

見

直

し

が

主

要

テ

ー

マ

の

一

つ

に

な

り

そ

う

だ

。

　

政

府

税

制

調

査

会

（

翁

百

合

会

長

）

は

�

日

、

高

市

早

苗

氏

が

首

相

に

就

任

し

て

初

の

総

会

と

な

る

第

６

回

総

会

を

首

相

官

邸

で

開

い

た

。

　

総

会

の

冒

頭

で

あ

い

さ

つ

し

た

高

市

首

相

は

、

「

物

価

高

へ

の

対

応

と

し

て

、

物

価

に

連

動

し

て

控

除

を

引

き

上

げ

る

な

ど

、

所

得

税

の

あ

り

方

に

つ

い

て

議

論

し

て

い

た

だ

き

た

い

」

な

ど

と

述

べ

た

。

　

ま

た

、

租

税

特

別

措

置

に

つ

い

て

は

、

デ

ー

タ

に

基

づ

く

政

策

効

果

の

検

証

な

ど

、

不

断

の

点

検

が

必

要

で

あ

る

と

し

、

さ

ら

に

、

少

子

高

齢

化

等

、

中

長

期

的

観

点

か

ら

の

議

論

を

求

め

た

。

　

総

会

後

の

会

見

で

翁

会

長

は

、

「

今

後

の

議

論

の

進

め

方

は

委

員

と

相

談

し

て

決

め

て

い

く

」

な

ど

と

語

っ

た

。

　

全

国

間

税

会

総

連

合

会

（

迫

本

淳

一

会

長

）

は

�

日

、

東

京

都

千

代

田

区

の

主

婦

会

館

プ

ラ

ザ

エ

フ

で

第

�

回

消

費

税

中

央

セ

ミ

ナ

ー

を

行

っ

た

。

　

セ

ミ

ナ

ー

に

は

、

公

共

法

人

や

公

益

法

人

の

消

費

税

実

務

担

当

者

ら

�

人

が

参

加

。

初

め

に

、

同

連

合

会

の

藤

井

誠

専

務

理

事

が

開

講

あ

い

さ

つ

に

立

ち

、

そ

の

後

、

国

税

庁

消

費

税

室

の

日

隠

直

樹

消

費

税

第

二

係

長

が

講

演

し

た

＝

写

真

。

　

日

隠

係

長

は

、

消

費

税

の

あ

ら

ま

し

を

は

じ

め

、

国

、

地

方

公

共

団

体

や

公

共

・

公

益

法

人

等

に

対

す

る

消

費

税

の

特

例

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

な

ど

に

つ

い

て

説

明

し

、

最

後

に

質

疑

応

答

を

行

っ

た

。

　

税

務

大

学

校

租

税

史

料

室

は

、

毎

年

テ

ー

マ

を

決

め

て

１

年

間

、

特

別

展

示

を

開

催

し

て

い

る

。

　

今

回

の

特

別

展

示

は

、

令

和

８

年

が

昭

和

１

０

０

年

に

当

た

る

こ

と

に

ち

な

み

、

「

税

務

署

の

仕

事

か

ら

見

た

昭

和

～

昭

和

前

半

期

を

振

り

返

る

～

」

と

題

し

、

昭

和

の

初

め

か

ら

国

税

庁

創

設

ま

で

の

歴

史

を

紹

介

し

て

い

る

。

　

展

示

期

間

は

、

８

年

�

月

�

日

ま

で

。

「

昭

和

の

始

ま

り

と

税

務

署

」

「

戦

時

下

の

税

務

署

」

「

戦

後

復

興

と

国

税

庁

の

創

設

」

の

３

つ

の

コ

ー

ナ

ー

に

分

け

て

展

示

し

て

い

る

。

な

お

、

特

別

展

示

の

内

容

に

つ

い

て

は

、

租

税

史

料

室

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

も

掲

載

し

て

い

る

。

租

税

史

料

室

の

詳

細

は

次

の

通

り

。

【

所

在

地

】

埼

玉

県

和

光

市

南

２

―

３

―

７

税

務

大

学

校

和

光

校

舎

内

【

開

館

時

間

】

９

時

�

分

～

�

時

�

分

【

休

館

日

】

土

・

日

・

祝

日

・

年

末

年

始

（

臨

時

休

館

あ

り

）

【

問

合

せ

先

】

０

４

８

―

４

６

０

―

５

３

０

０

【

租

税

史

料

室

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

】

ｈ

ｔ

ｔ

ｐ

ｓ

：

／

／

ｗ

ｗ

ｗ

．

ｎ

ｔ

ａ

．

ｇ

ｏ

．

ｊ

ｐ

／

ａ

ｂ

ｏ

ｕ

ｔ

／

ｏ

ｒ

ｇ

ａ

ｎ

ｉ

ｚ

ａ

ｔ

ｉ

ｏ

ｎ

／

ｎ

ｔ

ｃ

／

ｓ

ｏ

ｚ

ｅ

ｉ

／

ｉ

ｎ

ｄ

ｅ

ｘ

．

ｈ

ｔ

ｍ

　

財

務

省

の

資

料

に

よ

る

と

、

５

年

度

の

法

人

税

の

租

税

特

別

措

置

に

よ

る

減

収

額

は

２

兆

８

９

９

０

億

円

程

度

（

租

特

透

明

化

法

に

よ

る

適

用

実

態

調

査

を

基

に

試

算

）

に

及

ぶ

。

企

業

が

好

調

な

こ

と

を

受

け

て

減

収

額

は

前

年

度

（

４

年

度

）

か

ら

６

０

０

０

億

円

程

度

増

え

た

。

こ

の

中

で

、

最

も

減

収

額

が

大

き

い

の

は

研

究

開

発

税

制

で

９

４

７

９

億

円

、

次

い

で

賃

上

げ

促

進

税

制

の

７

２

７

８

億

円

と

な

っ

て

お

り

、

こ

の

二

つ

の

税

制

だ

け

で

、

減

収

額

の

６

割

近

く

を

占

め

る

。

少

し

乱

暴

な

見

方

に

な

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

財

源

確

保

を

目

的

に

租

税

特

別

措

置

を

見

直

す

と

い

う

の

で

あ

れ

ば

、

こ

の

二

つ

を

議

論

の

対

象

か

ら

外

す

こ

と

は

難

し

い

だ

ろ

う

。

　

研

究

開

発

税

制

は

�

日

に

開

催

さ

れ

た

政

府

税

制

調

査

会

の

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

専

門

家

会

合

で

効

果

検

証

の

対

象

と

な

っ

た

。

研

究

開

発

税

制

に

は

、

そ

の

恩

恵

が

大

企

業

に

極

端

に

偏

っ

て

い

る

と

の

指

摘

が

あ

る

。

賃

上

げ

促

進

税

制

に

つ

い

て

は

昨

年

６

月

４

日

に

開

催

さ

れ

た

政

府

税

調

総

会

で

の

意

見

で

、

賃

上

げ

税

制

が

な

か

っ

た

と

し

て

も

企

業

が

同

等

の

賃

上

げ

を

行

っ

て

い

た

可

能

性

が

あ

る

と

し

て

、

減

税

の

費

用

対

効

果

を

含

め

た

検

証

が

必

要

と

の

指

摘

が

行

わ

れ

て

い

た

。

　

ま

た

、

高

市

政

権

で

は

、

新

た

に

租

税

特

別

措

置

・

補

助

金

見

直

し

担

当

相

が

設

け

ら

れ

、

片

山

さ

つ

き

財

務

相

・

金

融

担

当

相

が

兼

務

し

て

い

る

。

　

租

特

等

の

見

直

し

に

関

連

し

て

片

山

財

務

相

は

�

日

の

衆

院

予

算

委

員

会

で

「

政

府

内

で

の

体

制

づ

く

り

、

検

討

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

、

総

点

検

の

対

象

範

囲

を

含

め

た

検

討

方

法

な

ど

の

具

体

的

な

対

応

に

つ

い

て

作

業

に

入

っ

て

い

る

。

よ

く

与

党

と

連

携

し

な

が

ら

、

丁

寧

か

つ

速

や

か

に

や

っ

て

い

き

た

い

」

と

述

べ

て

い

る

。

　

中

小

企

業

庁

は

�

日

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

Ｑ

＆

Ａ

を

更

新

し

た

。

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

経

営

規

模

拡

大

設

備

等

（

Ｅ

類

型

）

が

拡

充

さ

れ

た

こ

と

な

ど

に

伴

い

、

問

答

が

追

加

等

さ

れ

て

お

り

、

Ｅ

類

型

で

は

新

た

に

�

問

が

掲

載

さ

れ

た

。

　

例

え

ば

、

建

物

の

供

用

事

業

年

度

の

前

年

度

に

先

行

取

得

し

た

機

械

装

置

等

を

、

建

物

供

用

年

度

に

当

該

建

物

に

設

置

す

る

こ

と

を

見

込

む

場

合

、

当

該

機

械

装

置

等

を

、

経

済

産

業

局

に

提

出

す

る

「

中

小

企

業

等

経

営

強

化

法

の

経

営

力

向

上

設

備

等

の

う

ち

経

営

規

模

拡

大

設

備

等

に

関

す

る

投

資

計

画

の

確

認

申

請

書

」

の

設

備

投

資

の

内

容

①

に

お

い

て

、

税

制

措

置

活

用

を

想

定

し

て

い

る

経

営

規

模

拡

大

設

備

等

の

欄

に

記

載

す

る

こ

と

は

可

能

か

と

い

う

問

い

に

対

し

て

は

、

新

増

設

す

る

建

物

に

、

経

営

規

模

拡

大

設

備

等

の

要

件

（

導

入

予

定

の

設

備

が

売

上

高

の

増

加

に

貢

献

す

る

等

）

を

満

た

す

機

械

装

置

等

を

設

置

す

る

場

合

で

あ

れ

ば

記

載

が

可

能

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

経

済

産

業

局

へ

の

投

資

計

画

実

施

状

況

報

告

に

お

い

て

、

実

施

状

況

が

目

標

を

下

回

っ

た

場

合

に

つ

い

て

は

、

投

資

計

画

の

実

施

状

況

が

目

標

を

下

回

る

こ

と

は

、

認

定

の

取

消

要

件

と

は

な

っ

て

い

な

い

と

回

答

。

た

だ

し

、

認

定

を

受

け

た

経

営

力

向

上

計

画

に

従

っ

て

経

営

力

向

上

に

係

る

事

業

が

行

わ

れ

て

い

な

い

場

合

は

、

認

定

を

取

り

消

す

こ

と

が

あ

る

な

ど

と

し

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



【事実関係】

　税務署長から青色申告の承認を受けているＡは、妻Ｂを

青色事業専従者として美容室を営んでいる。Ａ及び妻Ｂは、

共にトップスタイリストとして、ヘアメイクに励んでおり、

毎月の売上高は二人併せて平均３００万円であった。当年、

妻Ｂは出産し、出産した子の育児のため、しばらく休養せ

ねばならなくなった。Ａは、妻Ｂが休養中の間、月契約使

用人としてＣを雇うこととした。Ｃもトップスタイリスト

ではあったが、妻Ｂが担う売上高には及ばなかった。その

ため、Ａは、Ｃとの契約を終了し、やむを得ずベビーシッ

ターＤを雇い、妻Ｂを業務に復帰させた。その結果、売上

は順調に回復し、以前の売上高を得ることができた。

　① 売上高　Ｃが従事した期間は２００万円の減収（２月分）

　② 契約使用人Ｃに支払った給与　�万円（２月分）

　③ ベビーシッターＤに支払った給与　�万円（２月分）

　④ 妻Ｂの専従者給与　�万円（２月分）

　所得税法第�条第１項に規定する必要経費には、大別すると、

「収入対応費用」と「期間対応費用」があるところ、ある費用

が必要経費とされるためには、別段の定めに該当しない限り、

これらのいずれかの費用に当てはまらなければなりません。そ

こで、次の事実関係のとき、どのような費用が必要経費になる

のかを考えてみましょう。

　Ａは、美容室を営む青色申告者ですから、事業所得の必要経

費性を判定します。

　損益についてみると、Ｃが従事した期間は、２００万円の減収

の上、Ｃに支払った給与と妻Ｂの専従者給与との開差�万円を

併せると、通常時と比べ利益は２３０万円の減額となります。一

方、Ｄが従事した期間に減収はなく、Ｄに支払った給与と妻Ｂ

の専従者給与の合計�万円が減額となります。つまり、結果だ

けを見れば、ＣよりもＤを従事させたときの方が、業績は良好

であったといえます。

　②の給与は、諸事情があるにせよ、事業に従事する使用人Ｃに

対して支払われた給与ですから、必要経費であることは疑いよ

うがありません。一方、Ｄは、事業に直接従事する使用人ではあ

りませんが、妻Ｂを事業に専従させるために必要な使用人です。

そうであるなら、③の給与も、必要経費だといえるのでしょうか。

　

贈

与

税

に

お

け

る

「

贈

与

」

は

、

民

法

か

ら

の

借

用

概

念

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

こ

の

点

、

民

法

５

４

９

条

は

、

「

贈

与

は

、

当

事

者

の

一

方

が

あ

る

財

産

を

無

償

で

相

手

方

に

与

え

る

意

思

を

表

示

し

、

相

手

方

が

受

諾

を

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

の

効

力

を

生

ず

る

。

」

と

定

め

、

そ

の

形

式

は

、

口

頭

で

も

、

書

面

で

も

良

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

た

だ

し

、

民

法

５

５

０

条

は

、

「

書

面

に

よ

ら

な

い

贈

与

は

、

各

当

事

者

が

解

除

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

履

行

の

終

わ

っ

た

部

分

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

は

な

い

。

」

と

定

め

、

口

頭

に

よ

る

贈

与

に

つ

い

て

は

、

実

際

に

贈

与

さ

れ

る

か

否

か

が

不

安

定

で

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

な

民

法

上

の

「

贈

与

」

の

意

義

を

相

続

税

法

に

お

い

て

借

用

す

る

に

し

て

も

、

贈

与

税

の

申

告

期

限

（

贈

与

翌

年

の

３

月

�

日

）

や

更

正

決

定

の

期

間

制

限

（

申

告

期

限

か

ら

６

年

）

の

問

題

が

あ

る

か

ら

、

「

贈

与

」

の

時

期

を

特

定

し

て

お

く

必

要

が

あ

る

。

そ

こ

で

、

相

続

税

法

基

本

通

達

１

の

３

・

１

の

４

共

�

（

２

）

で

は

、

贈

与

の

場

合

の

財

産

取

得

の

時

期

に

つ

い

て

、

「

書

面

に

よ

る

も

の

に

つ

い

て

は

そ

の

契

約

の

効

力

の

発

生

し

た

時

、

書

面

に

よ

ら

な

い

も

の

に

つ

い

て

は

そ

の

履

行

の

時

」

と

定

め

て

い

る

。

　

も

っ

と

も

、

こ

の

よ

う

な

取

扱

い

の

み

で

は

、

親

族

間

の

贈

与

の

よ

う

に

そ

の

時

期

が

必

ず

し

も

明

確

に

な

ら

な

い

場

合

も

あ

る

と

い

う

こ

と

で

、

相

続

税

法

基

本

通

達

１

の

３

・

１

の

４

共

�

は

、

「

所

有

権

等

の

移

転

の

登

記

又

は

登

録

の

目

的

と

な

る

財

産

に

つ

い

て

１

の

３

・

１

の

４

共

�

の

（

２

）

の

取

扱

い

に

よ

り

贈

与

の

時

期

を

判

定

す

る

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

贈

与

の

時

期

が

明

確

で

な

い

と

き

は

、

特

に

反

証

の

な

い

限

り

そ

の

登

記

又

は

登

録

が

あ

っ

た

時

に

贈

与

が

あ

っ

た

も

の

と

し

て

取

り

扱

う

も

の

と

す

る

。

」

と

定

め

て

い

る

。

　

か

く

し

て

、

親

族

間

で

土

地

等

を

贈

与

す

る

に

当

た

っ

て

、

書

面

の

中

で

も

最

も

信

憑

性

の

高

い

公

正

証

書

に

よ

っ

て

贈

与

契

約

書

を

作

成

し

、

か

つ

、

受

贈

者

の

請

求

次

第

所

有

権

移

転

登

記

す

る

旨

の

特

約

を

付

し

、

当

該

公

正

証

書

作

成

の

翌

年

（

法

定

申

告

期

限

）

の

６

年

後

（

更

正

決

定

の

期

間

制

限

後

）

に

登

記

が

行

わ

れ

た

場

合

に

、

当

該

受

贈

者

が

贈

与

税

の

申

告

を

し

な

い

限

り

、

贈

与

税

課

税

が

出

来

な

い

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

問

題

が

生

じ

る

。

　

こ

の

点

に

つ

い

て

、

名

古

屋

地

裁

平

成

�

年

９

月

�

日

判

決

及

び

名

古

屋

高

裁

平

成

�

年

�

月

�

日

判

決

の

事

案

で

は

、

公

正

証

書

に

よ

る

不

動

産

の

贈

与

が

行

わ

れ

、

か

つ

、

受

贈

者

が

固

定

資

産

税

を

負

担

し

て

い

た

の

で

あ

る

が

、

公

正

証

書

作

成

８

年

後

に

所

有

権

移

転

登

記

が

行

わ

れ

た

場

合

に

、

当

該

所

有

権

移

転

登

記

時

に

贈

与

が

あ

っ

た

と

す

る

課

税

処

分

が

行

わ

れ

、

当

該

処

分

の

違

法

性

が

争

わ

れ

た

。

　

前

掲

の

両

判

決

は

、

「

本

件

公

正

証

書

は

、

本

件

不

動

産

を

贈

与

し

て

も

、

贈

与

税

の

負

担

が

課

か

ら

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

に

作

成

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

て

、

贈

与

者

に

本

件

公

正

証

書

の

記

載

ど

お

り

に

本

件

不

動

産

を

贈

与

す

る

意

思

は

な

か

っ

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

」

旨

判

示

し

て

、

当

該

課

税

処

分

を

適

法

と

認

め

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

判

決

は

、

ほ

か

に

も

相

当

数

認

め

ら

れ

る

。

　

な

ら

ば

、

公

正

証

書

に

よ

っ

て

贈

与

契

約

を

締

結

し

て

も

、

登

記

を

し

な

け

れ

ば

課

税

さ

れ

る

こ

と

は

な

い

こ

と

に

な

る

か

と

言

え

ば

、

そ

う

で

も

な

い

。

例

え

ば

、

贈

与

税

以

外

の

税

目

の

税

務

調

査

等

に

お

い

て

、

親

族

間

等

に

お

い

て

公

正

証

書

等

に

よ

る

贈

与

契

約

書

が

発

覚

す

る

と

、

「

書

面

に

よ

る

贈

与

が

行

わ

れ

た

」

と

い

う

こ

と

で

、

そ

れ

を

理

由

に

贈

与

税

の

課

税

処

分

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

多

く

の

判

決

が

、

当

該

公

正

証

書

等

に

よ

っ

て

贈

与

が

行

わ

れ

た

も

の

と

認

定

し

、

そ

の

よ

う

な

課

税

処

分

を

適

法

と

認

め

て

い

る

（

名

古

屋

地

裁

昭

和

�

年

�

月

�

日

判

決

、

東

京

地

裁

昭

和

�

年

３

月

２

日

判

決

、

東

京

高

裁

昭

和

�

年

７

月

�

日

判

決

等

）

。

　

結

局

、

贈

与

契

約

が

公

正

証

書

等

の

書

面

に

よ

る

場

合

も

、

そ

の

よ

う

な

書

面

に

よ

ら

な

い

場

合

も

、

そ

の

事

実

関

係

に

応

じ

て

、

贈

与

税

の

課

税

処

分

が

行

わ

れ

、

そ

れ

を

裁

判

所

も

適

法

と

認

め

る

傾

向

に

あ

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

見

方

に

よ

っ

て

は

、

贈

与

税

の

課

税

を

逃

さ

な

い

た

め

の

御

都

合

主

義

的

な

所

も

見

受

け

ら

れ

る

。

　

も

っ

と

も

、

公

正

証

書

に

よ

っ

て

ま

で

贈

与

契

約

を

締

結

し

、

そ

の

契

約

ど

お

り

贈

与

税

の

申

告

を

し

な

い

納

税

者

に

対

し

て

、

裁

判

所

も

同

情

で

き

な

い

と

い

う

「

心

証

」

が

働

い

て

い

る

の

か

も

知

れ

な

い

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

個

人

の

所

得

に

対

す

る

所

得

税

・

住

民

税

・

事

業

税

を

、

同

じ

所

得

区

分

、

同

じ

項

目

ご

と

に

ま

と

め

て

記

載

、

解

説

し

、

国

税

と

地

方

税

を

一

体

で

理

解

で

き

る

よ

う

に

編

集

。

巻

末

に

索

引

を

設

け

、

ま

す

ま

す

便

利

に

お

使

い

い

た

だ

け

る

の

が

本

書

。

　

今

版

で

は

、

物

価

上

昇

局

面

に

お

け

る

税

負

担

の

調

整

等

へ

の

対

応

に

よ

る

改

正

（

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

引

上

げ

、

所

得

税

及

び

住

民

税

の

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

の

引

上

げ

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

及

び

特

定

親

族

特

別

控

除

の

創

設

）

の

ほ

か

、

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

住

宅

税

制

の

拡

充

、

起

業

特

例

を

含

む

エ

ン

ジ

ェ

ル

税

制

に

お

け

る

再

投

資

期

間

の

延

長

な

ど

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

の

内

容

を

反

映

。

　

所

得

税

と

個

人

住

民

税

の

税

額

を

一

覧

で

き

る

速

算

表

を

作

成

し

、

ま

た

、

所

得

税

と

個

人

住

民

税

の

相

違

点

を

一

覧

で

掲

載

。

　

制

度

の

仕

組

み

を

理

解

す

る

た

め

の

手

引

書

と

し

て

、

解

説

に

は

所

得

税

法

、

地

方

税

法

等

の

根

拠

法

令

を

引

用

し

、

ま

た

、

税

額

計

算

の

実

務

書

と

し

て

利

用

し

て

い

た

だ

く

た

め

に

各

種

税

額

表

等

も

収

録

。

　

Ａ

５

判

、

５

３

２

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

５

３

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

消

費

税

簡

易

課

税

制

度

選

択

不

適

用

届

出

書

を

提

出

期

限

日

ま

で

に

提

出

で

き

な

か

っ

た

の

は

期

中

に

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

を

行

い

、

納

税

義

務

者

に

な

っ

た

こ

と

が

理

由

だ

と

し

て

請

求

人

が

「

や

む

を

得

な

い

事

情

」

を

主

張

も

認

め

な

か

っ

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

消

費

税

簡

易

課

税

制

度

選

択

不

適

用

届

出

書

に

つ

い

て

、

そ

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

を

や

め

よ

う

と

す

る

課

税

期

間

の

初

日

の

前

日

（

令

和

４

年

�

月

�

日

）

ま

で

に

提

出

で

き

な

か

っ

た

の

は

、

５

年

４

月

�

日

に

適

格

請

求

書

（

イ

ン

ボ

イ

ス

）

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

を

行

い

、

同

年

�

月

１

日

以

降

に

消

費

税

の

納

税

義

務

者

と

な

っ

た

事

情

に

よ

る

と

し

て

、

同

不

適

用

届

出

書

に

係

る

特

例

承

認

申

請

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

原

処

分

庁

が

当

該

事

情

は

や

む

を

得

な

い

事

情

に

は

当

た

ら

な

い

と

し

て

申

請

の

却

下

処

分

を

し

た

た

め

、

請

求

人

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

す

る

裁

決

を

下

し

た

（

令

和

６

年

�

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

昭

和

�

年

２

月

�

日

に

設

立

さ

れ

た

楽

譜

お

よ

び

音

楽

関

係

図

書

の

出

版

、

販

売

等

を

目

的

と

す

る

法

人

で

あ

り

、

そ

の

事

業

年

度

は

１

月

１

日

か

ら

�

月

�

日

ま

で

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

平

成

�

年

２

月

�

日

に

適

用

開

始

課

税

期

間

を

�

年

１

月

１

日

か

ら

同

年

�

月

�

日

ま

で

と

す

る

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

旨

を

記

載

し

た

簡

易

課

税

制

度

選

択

届

出

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

　

請

求

人

は

令

和

５

年

１

月

１

日

か

ら

同

年

�

月

�

日

ま

で

の

課

税

期

間

（

本

件

課

税

期

間

）

に

免

税

事

業

者

で

あ

っ

た

と

こ

ろ

、

平

成

�

年

税

制

改

正

法

附

則

�

条

《

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

等

に

関

す

る

経

過

措

置

》

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

消

費

税

法

�

条

の

２

《

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

等

》

１

項

の

登

録

を

受

け

る

た

め

、

５

年

４

月

�

日

に

同

条

２

項

に

規

定

す

る

登

録

申

請

書

に

同

条

１

項

の

登

録

を

希

望

す

る

年

月

日

欄

を

空

欄

（

５

年

�

月

１

日

を

希

望

す

る

場

合

は

記

載

不

要

）

と

し

て

、

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

な

お

、

登

録

申

請

書

は

３

年

�

月

１

日

以

降

に

提

出

可

能

で

あ

っ

た

。

　

請

求

人

は

５

年

�

月

１

日

に

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

た

。

こ

の

結

果

、

請

求

人

は

�

年

税

制

改

正

法

附

則

�

条

４

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

課

税

期

間

の

う

ち

５

年

�

月

１

日

か

ら

同

年

�

月

�

日

ま

で

の

期

間

に

お

い

て

免

税

事

業

者

で

は

な

く

な

っ

た

。

　

請

求

人

は

本

件

課

税

期

間

の

初

日

の

前

日

で

あ

る

４

年

�

月

�

日

（

本

件

提

出

期

限

日

）

ま

で

に

、

本

件

課

税

期

間

以

後

の

課

税

期

間

に

つ

い

て

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

を

や

め

よ

う

と

す

る

旨

を

記

載

し

た

簡

易

課

税

制

度

選

択

不

適

用

届

出

書

（

本

件

不

適

用

届

出

書

）

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

な

か

っ

た

。

　

請

求

人

は

５

年

�

月

４

日

、

本

件

不

適

用

届

出

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

ま

た

、

請

求

人

は

同

日

、

消

費

税

法

�

条

８

項

お

よ

び

消

費

税

法

施

行

令

�

条

の

２

第

２

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

不

適

用

届

出

書

が

本

件

提

出

期

限

日

に

原

処

分

庁

に

提

出

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

旨

の

承

認

を

受

け

る

た

め

、

同

条

３

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

「

消

費

税

簡

易

課

税

制

度

選

択

不

適

用

届

出

に

係

る

特

例

承

認

申

請

書

」

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

　

な

お

、

同

特

例

承

認

申

請

書

に

は

、

本

件

提

出

期

限

日

ま

で

に

本

件

不

適

用

届

出

書

が

提

出

で

き

な

っ

た

事

情

と

し

て

「

令

和

５

年

４

月

�

日

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

を

し

た

た

め

。

」

と

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

原

処

分

庁

は

５

年

�

月

�

日

付

で

請

求

人

に

対

し

、

前

記

申

請

を

却

下

す

る

処

分

を

行

っ

た

。

請

求

人

は

５

年

�

月

�

日

、

本

件

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

請

求

人

が

本

件

不

適

用

届

出

書

を

本

件

提

出

期

限

日

ま

で

に

提

出

で

き

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

消

費

税

法

�

条

８

項

に

規

定

す

る

「

や

む

を

得

な

い

事

情

」

が

あ

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

係

る

法

令

上

、

①

免

税

事

業

者

が

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

を

い

つ

す

る

か

は

自

由

で

あ

る

こ

と

、

②

免

税

事

業

者

が

当

該

登

録

申

請

を

行

う

に

当

た

り

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

な

い

こ

と

を

希

望

す

る

場

合

、

そ

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

を

や

め

よ

う

と

す

る

本

件

課

税

期

間

の

初

日

の

前

日

（

本

件

提

出

期

限

日

）

ま

で

に

本

件

不

適

用

届

出

書

を

提

出

し

て

お

く

こ

と

は

求

め

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

に

加

え

、

③

免

税

事

業

者

で

あ

る

請

求

人

が

本

件

課

税

期

間

開

始

後

に

当

該

登

録

申

請

を

す

る

一

方

、

本

件

課

税

期

間

か

ら

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

な

い

こ

と

を

希

望

す

る

場

合

、

本

件

提

出

期

限

日

ま

で

に

本

件

不

適

用

届

出

書

を

提

出

す

る

こ

と

は

時

系

列

的

に

不

可

能

で

あ

る

こ

と

か

ら

す

る

と

、

こ

れ

を

提

出

し

て

い

な

か

っ

た

と

し

て

も

、

消

費

税

法

�

条

８

項

に

規

定

す

る

「

や

む

を

得

な

い

事

情

」

が

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

不

適

用

届

出

書

の

提

出

期

限

に

係

る

法

令

の

規

定

は

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

が

導

入

さ

れ

た

前

後

を

通

じ

て

変

更

さ

れ

て

お

ら

ず

、

ま

た

、

登

録

申

請

を

す

る

か

否

か

お

よ

び

そ

の

申

請

の

時

期

に

つ

い

て

は

納

税

者

の

選

択

に

委

ね

ら

れ

て

お

り

、

請

求

人

は

３

年

�

月

１

日

以

降

、

登

録

申

請

を

検

討

・

実

施

す

る

こ

と

が

で

き

た

一

方

で

、

不

適

用

届

出

書

の

提

出

に

つ

い

て

も

検

討

・

実

施

す

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

り

、

請

求

人

が

本

件

提

出

期

限

日

ま

で

に

本

件

不

適

用

届

出

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

こ

と

お

よ

び

本

件

課

税

期

間

開

始

後

に

登

録

申

請

を

し

た

こ

と

は

、

い

ず

れ

も

請

求

人

自

身

の

判

断

に

よ

る

も

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

結

果

、

本

件

課

税

期

間

に

お

い

て

請

求

人

の

意

図

と

は

別

に

簡

易

課

税

制

度

が

適

用

さ

れ

た

と

し

て

も

、

当

該

結

果

は

請

求

人

に

お

い

て

税

法

の

不

知

・

誤

解

等

が

あ

っ

た

と

い

う

主

観

的

事

情

に

よ

る

も

の

に

す

ぎ

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

が

本

件

不

適

用

届

出

書

を

本

件

提

出

期

限

日

ま

で

に

提

出

で

き

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

消

費

税

法

�

条

８

項

に

規

定

す

る

「

や

む

を

得

な

い

事

情

」

が

あ

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



年度 裁決書 第一審発生件数

Ｈ９ ７０６ １６０

Ｈ� ７９９ １４７

Ｈ� ６４９ １４９

Ｈ� ７５９ １２９

Ｈ� ７７７ １７０

Ｈ� ７８９ １８２

Ｈ� ８１４ ２３１

Ｈ� ７５９ ２８２

Ｈ� ５８２ １３２

Ｈ� ６４２ １７２

Ｈ� ５５５ １３２

Ｈ� ５７２ １４２

Ｈ� ５５５ １６２

Ｈ� ５７２ １５３

Ｈ� ５７８ １６４

Ｈ� ４７８ １４６

Ｈ� ３７２ １０１

Ｈ� ２９６ �

Ｈ� ３７５ �

Ｈ� ３２８ �

Ｈ� ３７１ �

Ｈ� ４０４ �

Ｒ１ ３５３ �

Ｒ２ ２７２ �

Ｒ３ ２８２ �

Ｒ４ ３７３ �

Ｒ５ ２９６ １００

Ｒ６ ４６４ �

総計 １４，７７２ ３，６９２

　

今

回

は

、

裁

決

と

訴

訟

提

起

に

関

す

る

デ

ー

タ

を

見

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

（

裁

決

と

第

一

審

発

生

件

数

）

　

下

の

表

の

「

裁

決

書

」

は

、

裁

決

要

旨

か

ら

全

部

取

消

以

外

の

裁

決

書

件

数

（

徴

収

事

件

以

外

）

を

集

計

し

、

「

第

一

審

発

生

件

数

」

は

、

国

税

庁

の

「

統

計

年

報

」

か

ら

訴

訟

提

起

さ

れ

た

件

数

（

課

税

関

係

＋

審

判

所

関

係

）

を

集

計

し

た

も

の

で

す

。

全

部

取

消

以

外

の

裁

決

書

件

数

は

Ｈ

�

年

を

ピ

ー

ク

に

減

少

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

第

一

審

発

生

件

数

も

同

様

に

減

少

傾

向

に

あ

り

ま

す

。

し

か

し

、

訴

訟

提

起

さ

れ

た

割

合

に

同

様

の

減

少

傾

向

は

見

ら

れ

ず

、

�

年

間

の

平

均

割

合

を

計

算

し

て

み

る

と

�

・

�

％

あ

り

、

裁

決

後

約

４

件

に

１

件

が

次

の

争

訟

の

ス

テ

ー

ジ

に

解

決

を

求

め

て

い

ま

す

。

　

な

お

、

�

年

間

の

第

一

審

発

生

件

数

の

総

計

は

３

６

９

２

件

で

す

が

、

こ

れ

を

税

目

別

に

見

る

と

、

所

得

税

１

７

３

１

件

（

�

・

�

％

）

、

法

人

税

８

７

２

件

（

�

・

�

％

）

、

資

産

税

５

４

７

件

（

�

・

�

％

）

、

消

費

税

２

１

５

件

（

５

・

�

％

）

、

審

判

所

関

係

�

件

（

１

・

�

％

）

、

酒

税

�

件

（

０

・

�

％

）

、

他

の

間

接

税

７

件

（

０

・

�

％

）

、

そ

の

他

２

３

４

件

（

６

・

�

％

）

で

し

た

。

ま

た

、

組

織

別

に

見

る

と

、

東

京

局

１

３

２

３

件

（

�

・

�

％

）

、

大

阪

局

７

０

０

件

（

�

・

�

％

）

、

名

古

屋

局

３

７

９

件

（

�

・

�

％

）

、

関

東

信

越

局

３

７

３

件

（

�

・

�

％

）

、

広

島

局

１

９

４

件

（

５

・

�

％

）

、

福

岡

局

１

２

６

件

（

３

・

�

％

）

、

熊

本

局

１

２

４

件

（

３

・

�

％

）

、

高

松

局

１

２

２

件

（

３

・

�

％

）

、

札

幌

局

�

件

（

２

・

�

％

）

、

仙

台

局

�

件

（

２

・

�

％

）

、

審

判

所

�

件

（

１

・

�

％

）

、

金

沢

局

�

件

（

１

・

�

％

）

、

沖

縄

所

�

件

（

１

・

�

％

）

で

し

た

。

（

第

一

審

裁

判

所

）

　

課

税

処

分

の

取

消

訴

訟

は

、

被

告

（

国

）

の

普

通

裁

判

籍

の

所

在

地

（

国

を

当

事

者

と

す

る

訴

訟

の

代

表

者

は

法

務

大

臣

で

、

そ

の

所

在

地

は

法

務

省

が

あ

る

東

京

都

千

代

田

区

霞

が

関

１

―

１

―

１

）

を

管

轄

す

る

地

裁

（

東

京

地

裁

）

、

処

分

を

し

た

税

務

署

長

の

所

在

地

を

管

轄

す

る

地

裁

、

原

告

の

普

通

裁

判

籍

の

所

在

地

を

管

轄

す

る

高

裁

の

所

在

地

を

管

轄

す

る

地

裁

に

提

起

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。

　

国

税

庁

に

開

示

請

求

し

た

文

書

（

課

税

事

件

訴

訟

事

件

一

覧

表

）

か

ら

、

納

税

者

が

第

一

審

で

提

訴

し

た

裁

判

所

を

集

計

し

て

み

た

と

こ

ろ

、

確

認

で

き

た

事

件

数

は

７

７

６

件

あ

り

、

上

位

５

位

は

、

東

京

地

裁

４

２

２

件

（

�

・

�

％

）

、

大

阪

地

裁

�

件

（

�

・

�

％

）

、

名

古

屋

地

裁

�

件

（

５

・

�

％

）

、

福

岡

地

裁

�

件

（

４

・

�

％

）

、

神

戸

地

裁

�

件

（

３

・

�

％

）

で

し

た

。

　

東

京

地

裁

が

５

割

強

を

占

め

る

結

果

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、

そ

の

理

由

と

し

て

は

、

行

政

事

件

を

専

門

に

扱

う

部

が

あ

る

こ

と

や

、

租

税

事

件

を

専

門

に

扱

う

法

律

事

務

所

が

東

京

に

集

中

し

て

い

る

こ

と

な

ど

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

。

　佐賀県鹿島市を訪れると、目の前に広がるのは干満

差日本一を誇る有明海。干満差は最大で６㍍ほどにも

達し、干潮時は見渡す限りの干潟が姿を現す。このダ

イナミックな自然環境が育んできたのが、全国的にも

珍しい生き物たちで、中でもひときわ存在感を放つ魚

が「ワラスボ」と「ムツゴロウ」。

　同市のふるさと納税では、これらの珍魚とふれあえ

る漁体験が用意されており、ユニークな体験を通して

有明海の自然を存分に味わうことができるのが大きな

魅力だ。

　ワラスボは「有明海のエイリアン」とも呼ばれる魚

で、その見た目は一度見たら忘れられない。細長い体

に歯がむき出しで、目は退化して頭部に黒い点が残っ

ているだけ。どこかＳＦ映画の怪物を思わせる。しか

し、このワラスボは昔から親しまれてきたれっきとし

た地元の食材。干物として食されることが多く、新鮮

なものは刺身や味噌汁の具として食べられることもあ

る。ワラスボの漁体験では、潟スキーを使って干潟へ

漕ぎ出し、なぎなたのような形をした道具「すぼかき」

を使って、巣穴の間に差し入れ、ワラスボの体に引っ

かけて捕らえる「すぼかき漁」を体験できる。

　一方、ムツゴロウは干潟の人気者。丸い目をぴょこ

んと飛び出させ、干潟では胸びれを使って這い廻り、

全身で跳ねるように移動する。１年のうちで最も活発

に活動するのは初夏で、オスがメスの前で繰り返しジ

ャンプして気を引く求愛行動は、有明海の風物詩。漁

体験では、潟スキーに乗って干潟へ。長めの竿を使っ

て、干潟の上で活動するムツゴロウに針を引っかけて

捕る「むつかけ漁」にチャレンジできる。

　これらの体験の魅力は、単に伝統漁を体験すること

だけにとどまらない。干潟に足を踏み入れると、泥に

足を取られながら挑戦するうちに、子どものように夢

中になって、気づけば泥まみれに。そんな体験を通じ

て、多様な生きものの宝庫となっている有明海を肌で

感じることができる。

　観光とは一味違うこの体験。泥まみれになって、ユ

ーモラスでワイルドな海の生き物たちと遊ぶ時間は、

都会では決して得られない特別な思い出になるはず

だ。ふるさと納税をきっかけに、有明海の不思議な世

界に足を踏み入れてみませんか。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

大

阪

国

税

局

は

�

月

�

日

、

同

局

会

議

室

で

「

清

酒

鑑

評

会

表

彰

式

」

を

開

催

し

た

。

　

今

年

は

�

業

者

か

ら

吟

醸

酒

�

点

、

燗

酒

用

清

酒

�

点

の

合

計

１

４

５

点

が

出

品

さ

れ

、

そ

の

中

か

ら

、

吟

醸

酒

部

門

�

点

、

燗

酒

用

清

酒

部

門

�

点

が

優

秀

賞

を

受

賞

し

、

彦

谷

直

克

局

長

か

ら

各

部

門

の

代

表

者

に

表

彰

状

が

授

与

さ

れ

た

。

　

清

酒

鑑

評

会

は

、

清

酒

の

品

質

評

価

を

通

じ

た

製

造

技

術

等

の

向

上

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

昭

和

�

年

か

ら

実

施

し

て

い

る

。

　

そ

の

後

に

製

造

技

術

研

究

会

が

開

か

れ

、

酒

蔵

の

関

係

者

ら

が

各

出

品

酒

の

特

徴

を

吟

味

し

て

い

た

＝

写

真

。

　

同

局

の

鈴

木

崇

鑑

定

官

室

長

は

、

「

香

味

の

調

和

が

取

れ

た

優

れ

た

品

質

の

も

の

が

多

く

出

品

さ

れ

、

出

品

酒

の

質

は

、

吟

醸

酒

で

は

華

や

か

で

落

ち

着

い

た

香

り

と

綺

麗

で

滑

ら

か

な

味

わ

い

と

が

上

手

に

ま

と

ま

っ

て

い

る

。

燗

酒

用

清

酒

で

は

味

わ

い

深

く

、

綺

麗

で

後

味

の

切

れ

が

あ

り

香

り

と

の

調

和

が

取

れ

て

い

た

」

と

講

評

し

た

。

　

広

島

国

税

局

は

こ

の

ほ

ど

、

広

島

市

中

区

の

同

局

と

中

国

５

県

の

会

場

を

オ

ン

ラ

イ

ン

で

結

ん

で

第

�

回

酒

類

輸

出

促

進

連

絡

会

議

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

中

国

地

方

の

輸

出

支

援

機

関

や

酒

類

業

界

団

体

と

日

本

産

酒

類

の

輸

出

促

進

や

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

需

要

の

喚

起

に

向

け

た

情

報

共

有

と

連

携

強

化

を

図

ろ

う

と

開

か

れ

た

も

の

。

　

当

日

は

、

同

局

を

は

じ

め

、

農

政

局

や

経

済

産

業

局

、

運

輸

局

の

国

の

各

出

先

機

関

お

よ

び

各

県

、

独

立

行

政

法

人

酒

類

総

合

研

究

所

、

Ｊ

Ｅ

Ｔ

Ｒ

Ｏ

、

一

般

社

団

法

人

せ

と

う

ち

観

光

推

進

機

構

等

の

各

機

関

、

県

酒

造

組

合

等

の

酒

類

業

界

団

体

の

関

係

者

が

出

席

。

　

「

伝

統

的

酒

造

り

」

が

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

に

登

録

さ

れ

、

国

内

外

で

日

本

産

酒

類

へ

の

注

目

が

高

ま

っ

て

い

る

こ

と

を

受

け

、

輸

出

や

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

需

要

の

一

層

の

拡

大

に

向

け

た

施

策

に

つ

い

て

、

活

発

な

意

見

交

換

が

行

わ

れ

た

。

　

長

野

税

務

署

（

玉

川

直

文

署

長

）

、

関

東

信

越

税

理

士

会

長

野

県

支

部

連

合

会

（

竹

内

健

康

会

長

）

、

日

本

銀

行

松

本

支

店

（

真

川

伸

樹

支

店

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

納

税

者

の

利

便

性

と

社

会

全

体

の

コ

ス

ト

削

減

を

目

指

し

て

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

を

図

る

た

め

に

、

県

内

金

融

機

関

、

自

治

体

担

当

者

並

び

に

税

理

士

ら

と

意

見

交

換

を

実

施

し

、

総

勢

�

団

体

�

名

が

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

各

団

体

に

お

け

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

促

進

に

向

け

た

取

組

状

況

や

課

題

な

ど

が

紹

介

さ

れ

、

有

意

義

か

つ

建

設

的

な

意

見

交

換

と

な

っ

た

。

　

県

内

の

金

融

機

関

で

は

、

㈱

八

十

二

銀

行

が

デ

ジ

タ

ル

サ

ポ

ー

ト

チ

ー

ム

の

結

成

や

税

理

士

と

の

連

携

な

ど

の

取

組

事

例

を

紹

介

し

た

。

　

長

野

署

の

玉

川

署

長

は

、

「

関

係

す

る

機

関

と

連

携

し

、

官

民

一

体

と

な

っ

て

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

よ

り

一

層

促

進

し

た

い

」

と

意

気

込

み

を

語

っ

た

。

　

福

岡

・

小

倉

税

務

署

（

本

田

哲

章

署

長

）

は

�

月

�

日

、

小

倉

納

税

推

進

協

力

会

（

大

迫

益

男

会

長

）

と

と

も

に

福

岡

県

立

小

倉

工

業

高

校

書

道

部

と

松

尾

宜

彦

Ｊ

Ｒ

九

州

小

倉

駅

長

、

サ

ッ

カ

ー

Ｊ

３

・

ギ

ラ

ヴ

ァ

ン

ツ

北

九

州

の

マ

ス

コ

ッ

ト

・

ギ

ラ

ン

へ

令

和

７

年

度

「

税

の

広

報

大

使

」

の

委

嘱

状

を

交

付

し

た

＝

写

真

。

　

同

駅

小

倉

城

口

２

階

ペ

デ

ス

ト

リ

ア

ン

デ

ッ

キ

で

行

わ

れ

た

交

付

式

で

は

、

多

く

の

市

民

ら

が

見

守

る

中

、

本

田

署

長

か

ら

広

報

大

使

へ

委

嘱

状

が

そ

れ

ぞ

れ

手

渡

さ

れ

た

。

委

嘱

を

受

け

た

小

倉

工

業

高

校

の

生

徒

は

「

書

道

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

を

通

し

て

、

税

の

こ

と

を

よ

り

身

近

に

感

じ

て

も

ら

え

る

よ

う

活

動

を

頑

張

っ

て

い

き

た

い

」

と

抱

負

を

語

っ

た

。

　

こ

の

後

、

一

行

は

駅

の

利

用

者

ら

に

広

報

大

使

の

名

刺

や

チ

ラ

シ

を

配

り

な

が

ら

街

頭

広

報

活

動

を

行

っ

た

。

　

第

�

回

青

申

会

北

陸

ブ

ロ

ッ

ク

大

会

が

こ

の

ほ

ど

、

福

井

県

福

井

市

の

福

井

県

県

民

ホ

ー

ル

で

６

年

ぶ

り

に

開

催

さ

れ

た

＝

写

真

。

　

来

賓

に

金

沢

国

税

局

の

松

代

孝

廣

局

長

、

福

井

市

長

代

理

の

荒

木

一

男

副

市

長

や

友

好

団

体

の

代

表

を

迎

え

、

一

般

社

団

法

人

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

の

役

員

や

北

陸

三

県

の

役

職

員

が

多

数

出

席

し

た

。

　

第

１

部

で

は

、

全

青

色

の

綿

貫

豊

専

務

理

事

が

「

組

織

の

ス

ケ

ー

ル

メ

リ

ッ

ト

を

活

か

し

、

時

代

の

変

革

期

を

乗

り

越

え

よ

う

」

を

テ

ー

マ

に

研

修

し

た

。

　

第

２

部

の

大

会

で

は

、

北

陸

青

色

申

告

会

連

合

会

の

松

木

延

倫

会

長

が

主

催

者

あ

い

さ

つ

し

、

「

青

色

申

告

特

別

控

除

の

引

き

上

げ

や

青

色

事

業

主

勤

労

所

得

控

除

制

度

の

早

期

創

設

な

ど

、

税

制

改

正

運

動

に

ま

い

進

す

る

。

ま

た

、

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

の

デ

ー

タ

・

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

導

入

を

通

じ

て

、

各

青

色

申

告

会

に

お

け

る

指

導

効

率

を

向

上

さ

せ

、

電

子

帳

簿

保

存

や

イ

ー

タ

ッ

ク

ス

に

よ

る

電

子

申

告

を

推

進

す

る

」

と

述

べ

た

。

　

第

３

部

で

は

、

一

般

社

団

法

人

ク

リ

エ

イ

テ

ィ

ブ

Ａ

Ｓ

Ｕ

Ｗ

Ａ

理

事

長

の

岸

田

清

氏

を

講

師

に

招

き

、

「

現

代

に

甦

っ

た

戦

国

城

下

町

」

と

題

し

て

講

演

が

行

わ

れ

た

。

　

東

京

・

渋

谷

優

法

会

（

八

木

原

保

会

長

）

は

�

月

�

日

、

渋

谷

区

の

東

郷

記

念

館

で

経

営

者

の

研

修

会

を

開

催

し

た

。

　

研

修

会

は

２

部

構

成

で

、

前

半

は

警

察

の

元

警

部

補

で

、

現

在

は

一

般

社

団

法

人

刑

事

事

象

解

析

研

究

所

所

長

の

森

雅

人

氏

が

「

サ

イ

バ

ー

犯

罪

担

当

元

刑

事

が

教

え

る

　

あ

な

た

の

知

ら

な

い

ネ

ッ

ト

の

世

界

」

と

題

し

て

講

演

。

過

去

の

犯

罪

な

ど

の

事

例

を

挙

げ

つ

つ

、

誰

で

も

合

法

的

に

入

手

で

き

る

情

報

の

企

業

防

衛

へ

の

役

立

て

方

な

ど

に

つ

い

て

語

っ

た

＝

写

真

。

　

後

半

は

渋

谷

税

務

署

の

時

村

英

樹

署

長

が

「

財

政

の

現

状

」

と

「

国

税

庁

に

お

け

る

酒

類

行

政

」

を

テ

ー

マ

に

講

話

を

行

っ

た

。

　

研

修

会

の

後

に

は

懇

親

会

が

催

さ

れ

、

会

員

間

の

交

流

が

図

ら

れ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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